
１　施設の概要

２　指定管理者の業務

３　施設の管理体制

名 名 名 名 名 名

４　施設の利用状況
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用具

施設毎
利用料金収入
（千円）

２３年度

前年度

前々年度

17,495

19,791

18,239

12,919

利用者数
（人）

２３年度

前年度

前々年度

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 計３月

24,784 31,948 27,775 27,046 30,055 30,048 45,189 38,534 28,840 22,319 24,184 360,08129,359

25,886 35,489 34,189 36,757 30,478 33,890 39,796 38,657 23,958 27,643 27,934 380,42525,748

22,103 31,290 26,331 27,468 33,505 28,053 41,937 38,441 25,001 17,049 26,759 340,96223,025

月別利用
料金収入
（千円）

４月 ５月

前々年度 6,012 3,843

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 計

２３年度 4,327 4,941 7,319 6,441 2,643 6,729 8,307 3,848 8,966 4,287 4,823 67,361

前年度 5,305 6,084 4,688 5,566 5,613 6,907 8,543 8,578 6,748 3,457 4,261 72,856

6,412 8,181 6,461 7,992 4,006 73,9624,127 7,356 6,536 5,160

施設所管課 とくしま文化振興課 【連絡先】 ０８８－６２１－２７６１

・文化事業の実施に関すること
・ホール、展示室、会議室その他の施設の利用に関すること
・その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること
・会館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
・使用の許可に関する業務
・利用料金に関する業務
・その他会館の管理に関し知事が必要と認める業務

指定管理者の業務内容

開館日・休館日等

昭和４６年９月１２日

県民の文化の健全な発展と福祉の向上に寄与する

ホール、大展示室、Ａ・Ｂ展示室、特別展示室、大会議室、会議室、小ホール、和室、茶室など

「徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例」に基づき知事が承認した額

１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで

設置年月日

設置目的

施設内容

利用料金等

平成２３年度　指定管理者運営状況点検・評価シート

指定管理者名 財団法人徳島県文化振興財団 指定期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日

対象施設名 徳島県郷土文化会館 施設所在地 徳島市藍場町二丁目１４

３月

4,730

7,107

7,876

別紙様式１

臨時職員 （２名）

臨時職員

主事

（県派遣）

部長 課長 主幹

（県派遣）
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５　収支の状況

６　コスト削減・サービス向上に関する取組状況

７　自主事業の取組状況

収
入

156,011

75,638

12,599

指定管理料

71,044

8,204

58,823

268,965

平成２１年度（前々年度）平成２２年度（前年度）平成２３年度項　目

事業費

計

人件費

事業収入

その他

管理運営費

8,885

276,446

-7,481

53,285

（単位：千円）

コスト削減の取組

①人件費について、
　業務量に応じた臨機応変な人員配置、多様な勤務時間体制の採用による効率的な業務執行を目指
し、適正な人件費率を確保している。
②管理運営費について、
　徹底した事務事業の改善や見直しや、エコオフィス活動による電気、燃料、事務用品などの諸経
費の削減を実施している。
　管理者で直接業務執行が非効率であると思われる清掃、警備などの業務について、原則として競
争入札での複数年委託契約による経費の削減を図っている。
　事務用品の購入や植栽管理等においては、管理者が管理する３施設の一括発注により経費の削減
を図っている。

サービス向上の取組

・利用者の希望に添った机、イスの配置、並べ替え、展示場の設営、音響や照明の技術的なアドバ
イスなど
・利用申請書の捺印欄廃止や、利用料金の振込制度導入などによる申請の簡略化
・利用申請の可能な限りの時間外受付
・催し物案内の印刷、配布やＨＰ上での広報による行事主催者へのサービス
・会議の規模や参加人数を考慮した深夜・早朝開館の実施

収支

その他

計

支
出

65,119

自主事業取組状況

1.舞台芸術公演事業
気軽にクラシックに親しめるサロンコンサートなどの各種演奏会、オペラ「じょうるり」など徳島
ならではの舞台公演のほか、人形浄瑠璃芝居などの事業を実施し、県民の芸術への関心を高め、身
近に優れた舞台芸術を鑑賞できる機会を提供するとともに、徳島において音楽活動を行う者への発
表機会の提供など、徳島の芸術文化活動の向上発展に努めた。
２．普及育成、伝統文化振興事業
次世代を担う子どもたちに、伝統文化や音楽に対する興味関心を持ってもらうため、学校等へのア
ウトリーチ活動を実施し、その振興・発展に努めたほか、阿波木偶制作教室の開催による技術伝承
や、県内教育機関の人形浄瑠璃クラブへ人形遣いを派遣して後継者育成や活性化に努めた。また、
館収蔵の貴重な県内民俗文化財を保存、展示し、伝統文化の振興・啓発活動を行った。

64,357

138,085

利用料金収入

130,894

147,110

32,503

276,751

57,576

142,476

11,044

11,639

264,975

11,776

39,109

5,502

246,768

156,011

72,361

10,050

19,390

257,812

55,047
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８　管理運営業務に係る点検・評価

②自主事業
　・計画した自主事業の実施

Ａ

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果

①利用者ニーズの把握・分析と利用促進
　・利用者ニーズの把握
　・利用者ニーズへの対応
　・施設の利用促進 Ｂ

④収支計画
　・収支計画の達成状況
　・コスト削減の状況
　・外部委託の状況 Ａ

・利用料金収入が、収支計画の目標を達成している。
・事業実施における印刷費等の節減や、管理運営における
エコオフィス活動等により、経費の削減が図られている。
・業務計画書に基づき、外部委託が適正に実施されてい
る。

・自主検査表により、日常点検、定期点検を実施し、施設
の安全管理に努めている。
・緊急時対応マニュアル及び連絡体制が整備され、職員に
周知徹底されている。
・個人情報保護要綱を制定し、職員に周知し、情報管理に
努めている。

⑧地域との連携
　・地元団体等との連携

Ａ

・業務計画書に記載のとおり、地域との連携が図られてい
る。

⑨安全管理
　・安全管理体制、事故防止体制
　・災害等発生時の対応体制
　・マニュアルの整備、職員教育
　・個人情報保護への適正対応

Ａ

・施設利用者や自主事業等への参加者、入場者に対して適
宜アンケート調査を実施し、利用者ニーズの把握に努めて
いる。
・利用者ニーズを職員で共有するとともに、改善策を検討
し、管理運営に反映させている。
・前年度と比較して、施設利用者数が減少傾向にある。

・業務計画書に基づき、適正に実施されている。

③適正な維持管理
　・施設の保守管理・修繕
　・年間作業計画に基づく適正な維持管理
　・県備品等の適正な管理 Ａ

・施設設備の管理計画により、適正に保守点検が実施され
ている。
・県有備品等の管理が適正に行われている。

⑤管理運営体制等
　・管理運営業務計画書
　・職員の配置、研修計画
　・諸規程の整備
　・利用料金の徴収、減免
　・モニタリングの実施状況

Ａ

・業務計画書に基づき、職員の配置や研修等が実施されて
おり、適正な施設の維持管理に努めている。
・利用料金の徴収、減免が適正に実施されている。
・月次報告書、事業報告書が適正に提出されている。
・適宜、セルフモニタリングを実施し、月次報告書等によ
り県に報告がなされている。

⑥職員体制
　・職員の労働条件

Ａ

・業務計画書に記載のとおり、適正に履行されている。

⑦地域への貢献
　・地元雇用の状況
　・地元企業への業務委託

Ａ

・設置機器の保守点検に係るメーカー委託等の一部の業務
を除いて、地元雇用、地元企業への業務委託の徹底が図ら
れている。
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〈評価指標〉 Ｓ：協定書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ａ：概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
Ｂ：協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
Ｃ：管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

※　項目については、事業計画書と整合性をはかる。

９　その他（今後の課題及び対応等）

・施設利用者の減少に伴う利用料収入の減少等により収支がマイナスとなっており、今後更なる利用者ニーズの把握・分
析により、サービスの向上、主催事業の実施により施設利用者増に向けた改善策を講じ、また管理運営費等の支出につい
ても更なる見直しを行い、収支の改善を図る必要がある。

・関係法令の遵守に努め、処理が適正に行われている。
・情報公開要綱を制定し、情報公開に努めている。

総合評価 Ａ

・協定書、業務計画書及び指定管理者指定申請書に基づ
き、概ね適切に管理運営業務が実施されている。

⑪その他
　・関係法令の遵守状況
　・情報公開請求への対応体制

Ａ

⑩環境への配慮
　・環境対策の状況

Ａ

・業務計画書に基づき、エコオフィス活動が徹底されてい
る。

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果
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